
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

消

滅

水

産

課

【

公

告

】

○

令

和

元

年

度

砂

利

採

取

業

務

主

任

者

試

験

の

実

河

川

課

施

【

公

安

委

員

会

】

○

警

備

業

法

に

基

づ

く

講

習

生

活

安

全

企

画

課

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
(
1
)

っ

名
称

株
式

会
社

グ
リ

ン
ポ

ト
リ

ー
ー

ー

住
所

岡
山

県
苫

田
郡

鏡
野

町
下

原
－

１
1
6
4
7

氏
名

代
表

取
締

役
花

房
猛

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
株

式
会

社
グ

リ
ン

ポ
ト

リ
ー

ー
ー

所
在

地
岡

山
県

苫
田

郡
鏡

野
町

下
原

－
１

1
6
4
7
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

２－イ

２－イ ２－ロ ２－ロ ２－イ
畜産食料品製造業の用

畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用
に供する原料処理施設

に供する原料処理施設 に供する洗浄施設 に供する洗浄施設 に供する原料処理施設種 類 （前－18，19－１，19

（ ， ）（前－12，13） （前－31－１） （前－31－２） 後－１－１ １－２－２，20，23－１，23
－２，24，26－１，26
－２，27，29）

能 力 5,000羽／時 9,000～12,000羽／時 3,000～12,000羽／時 同左 3,000～6,500羽／時

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続８時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 100 125 116 132 4 5 2 2.5 1 1.25
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8 同左 同左 同左 同左
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 1,500 1,700 2,000 2,200 250 400 2,000 2,200 200 300
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 400 500 800 850 100 150 800 850 100 150

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 400 500 400 450 250 400 400 450 200 300

油 分（㎎／Ｌ） 40 50 400 500 40 50 400 500 40 50

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 180 250
同左 同左 同左 同左

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 40 60

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

２ 一部の特定施設の汚水等の水量は，既設の特定施設からの汚水等の水量との合計値を示す。
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区 分 新 設 新 設 新 設 新 設

２－イ ２－イ ２－イ ２－ロ
畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用
に供する原料処理施設 に供する原料処理施設 に供する原料処理施設 に供する洗浄施設種 類

（後－１－３） （後－２－１） （後－２－２） （後－３）

能 力 3,000～6,500羽／時 同左 同左 3,000～12,000羽／時

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後直ちに 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続８時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2 2.5 1 1.25 1.2 1.8 3 3.75
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8 6～8 6～8
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 2,000 2,200 200 300
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 800 850 100 150

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 400 450 同左 200 300 同左

油 分（㎎／Ｌ） 400 500 40 50

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 180 250 180 250

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 40 60 40 60

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。

２ 一部の特定施設の汚水等の水量は，既設の特定施設からの汚水等の水量との合計値を示す。
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区 分 変 更 前 変 更 後 廃 止 廃 止 廃 止

２－ロ ２－ロ ２－イ ２－ロ
２－イ

畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用
畜産食料品製造業の用

に供する洗浄施設 に供する洗浄施設 に供する原料処理施設 に供する洗浄施設種 類 に供する原料処理施設

（後－54） （後－54） （前－12，13） （前－31）（ ， ， ， ，前－18 19 20 23
24，26，27，29）

能 力 200個／時 同左 4,000羽／時 同左 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続８時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 8 12 16 24 100 125 120 140 4 5
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8 6～8 6～8 同左 同左
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 200 300 1,500 1,700 2,000 2,200 250 400
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 100 150 400 500 800 850 100 150

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 200 300 同左 400 500 400 450 250 400

油 分（㎎／Ｌ） 40 50 40 50 400 500 40 50

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 180 250 180 250
同左 同左

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 40 60 40 60

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。

２ 一部の特定施設の汚水等の水量は，既設の特定施設からの汚水等の水量との合計値を示す。
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区 分 廃 止 廃 止 廃 止 廃 止

２－ロ 12－ハ 12－ニ
11－イ

畜産食料品製造業の用 動植物油脂製造業の用 動植物油脂製造業の用
動物系飼料又は有機質

に供する洗浄施設 に供する圧搾施設 に供する分離施設種 類 肥料の製造業の用に供

（後－３） （化－３） （化－４）する原料処理施設
（化－１）

フェザー7,400ｋｇ／
能 力 25ｍ／分 日,ミート13,720ｋｇ １ｔ／日 0.5ｔ／日

／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続８時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 4 5 28 30 0 0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8 同左 - -
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 200 300 250 400 - -
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 100 150 160 200 - -

同左
Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 200 300 - -

油 分（㎎／Ｌ） 40 50 - -
同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 180 250 - -

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 40 60 - -

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。

２ 一部の特定施設の汚水等の水量は，既設の特定施設からの汚水等の水量との合計値を示す。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和元年８月20日から同年９月10日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び鏡野町役場
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
（
北
木
島
加
入
区
）
に

よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
令
和
元
年
六
月
四
日
限
り
、
消
滅
し
た
。

令
和
元
年
八
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

北
木
島
加
入
区
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〔
三
三
六
〕
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
元
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
場
所

岡
山
市
北
区
芳
賀
五
三
〇
一
番
地

テ
ク
ノ
サ
ポ
ー
ト
岡
山

研
修
室

二

試
験
期
日

令
和
元
年
十
一
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
元
年
九
月
二
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
七
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
祝
日
を
除
く

）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

。

で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
の
場
合
は
、
同
月
二
十
七
日
の
消
印
又
は
通

信
日
付
印
が
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

四

受
験
願
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
〇
〇

八
五
七
〇

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
土
木
部
河
川
課

五

受
験
手
数
料

八
千
十
円
（
受
験
願
書
に
相
当
額
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と

）
。

六

そ
の
他

１

受
験
願
書
等
及
び
試
験
実
施
案
内
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
各
県
民
局
建
設
部
（
各
地

域
事
務
所
建
設
部
を
含
む

、
岡
山
市
下
水
道
河
川
局
下
水
道
河
川
計
画
課
及
び
倉
敷
市
建
設

。
）

局
土
木
部
土
木
課
で
交
付
す
る
。

ま
た
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i

/
6
4
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

－
－

２

受
験
手
続
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
（
電
話
〇
八
六

二
二
六

七
四
七
八
）
又
は
各
県
民
局
建
設
部
（
各
地
域
事
務
所
建
設
部
を
含
む

）
に
行
う
こ
と
。

。

令和元年８月２０日　岡山県公報　第１２１１９号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
二
十
六
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

。

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

令
和
元
年
十
一
月
五
日

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
厚
生
町
三
丁

運
搬
警
備
業
務
及

（
火
曜
日
）
か
ら
同
月

午
後
五
時
ま
で

目
一
番
一
五
号

び
身
辺
警
備
業
務

十
二
日
（
火
曜
日
）
ま

岡
山
商
工
会
議
所

で
（
土
曜
日
及
び
日
曜

日
を
除
く

）
の
六
日

。

間

二

講
習
対
象
者

１

運
搬
警
備
業
務

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三

(1)
年
以
上
で
あ
る
者

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

(2)
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

。

。
）

（

「

」

係
る
も
の
に
限
る

に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書

以
下

合
格
証
明
書

と
い
う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

。

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

(3)
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の

。
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し

て
い
る
も
の

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

(4)
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
一
条
第
二

。

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

）
に
合
格
し
た

。

者
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旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

(5)
の
に
限
る

）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

。

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

２

身
辺
警
備
業
務

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年

以
上
で
あ
る
者

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の

）

も
の

二
に
掲
げ
る
講
習
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

各
一
通

(3)
ア

二
１

に
該
当
す
る
者

又
は
二
２

(1)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者

等
の
作
成
に
係
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う

）
及
び
履
歴
書

。

イ

二
１

該
当
す
る
者

に
(2)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し

。

ウ

二
１

に
該
当
す
る
者

(3)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。

エ

二
１

に
該
当
す
る
者

(4)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し

。

オ

二
１

に
該
当
す
る
者

(5)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。

２

提
出
先

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課
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県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

令
和
元
年
九
月
十
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

１

運
搬
警
備
業
務

三
万
八
千
円

２

身
辺
警
備
業
務

三
万
四
千
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

合
わ
せ
て
二
十
人
（
同
時
に
講
習
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
込
順

。

に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ
て
も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
警
備
業
協
会
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
一
一
番
一
八

号
）
に
委
託
し
て
行
う
。

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。
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